
議案に対する議員の賛否の状況
※1　「〇」：賛成　「×」：反対　「欠」：欠席　「除」：除斥　「退」：退場の意思表明をした上で退場　「―」：議場に不在　「議」：議長

※3　遅参または早退のため表決に参加しませんでした。
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議案第38号 令和６年度豊見城市一般会計補正予算（第１号） 原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第39号
令和６年度豊見城市下水道事業会計補正予算（第１
号）

原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第40号 豊見城市税条例の一部改正について 原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第41号
豊見城市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条
例の一部改正について

原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第42号
豊見城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する
基準を定める条例の一部改正について

原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第43号
豊見城市水道の布設工事監督者の配置基準及び資格
基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
の一部改正について

原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第44号 新たに生じた土地の確認について 可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第45号 字の区域の変更について 可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第46号 高規格救急自動車の買入れについて 可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

議案第47号 沖縄県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

同意案第３
号

教育長の任命について 同意 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

承認第１号
専決処分の承認を求めることについて（豊見城市税条
例の一部改正について）

承認 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

承認第２号
専決処分の承認を求めることについて（豊見城市国民
健康保険税条例の一部改正について）

承認 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

陳情第２号
訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再
改定を早急に行うことを求める陳情書

採択 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

陳情第３号
「30人以下学級早期完全実現」のための意見書採択を
求める陳情

採択 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

意見書案第
１号

訪問介護費の引き下げ撤回と、介護報酬引き上げの再
改定を早急に行うことを求める意見書

原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

意見書案第
２号

国あて「30人以下学級早期完全実現」のための意見書 原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

意見書案第
３号

県あて「30人以下学級早期完全実現」のための意見書 原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

意見書案第
４号

沖縄県に対して学校給食費の無償化を求める意見書 原案可決 議 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

令和６年第３回　豊見城市議会　定例会　議決結果賛否一覧表

議案 件名 議決結果

※2　議長の場合、過半数議決については、議決に加わる権利（表決権）はなく、可否同数の場合に決定する権利（裁決権）があります。特別多数議決で法定されたものは議長にも表決権があります。

議員名（議席番号順）


